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当社執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の 

処分株式数等の決定に関するお知らせ 

 

当社は、2026年２月 13日（以下「処分決議日」といいます。）開催の取締役会決議に基づく、当社執行役員

に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分（以下「本自己株式処分」といいます。）に関して、本日、

下記のとおり処分株式数等を決定しましたので、お知らせします。なお、本自己株式処分の詳細については、

2026 年２月 13 日開示の「当社執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

 

記 

 

１．決定された処分株式数等の概要 

（１） 処 分 株 式 数 当社普通株式 43,300株 

（２） 処 分 価 額 １株につき 1,014円 

（３） 処 分 総 額 43,906,200円 

 

２．払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

本自己株式処分の処分価額については、2026年２月 13日開示の「当社執行役員に対する譲渡制限付株式報

酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の「１．処分の概要(注)本自己株式処分の処分価額の決定方法

（条件決定日を設けた趣旨）」でお知らせしました方法により決定しました。これに記載のとおり、2025年 12

月期決算短信の同日開示に伴う株価の変動を本自己株式処分の処分価額に織り込むことを目的として、また、

恣意性を排除した価額とするため、2026年２月 12日（処分決議日の前営業日）の株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値である 1,014円と、同決算短信開示後の 2026年２月 18日から同月 21日までの間

のいずれかの日の直前営業日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の終値のうち最も高い金額で

ある同月 18日の 924円を比較し、高い方の金額である 1,014円に決定されました。 

このような自己株式処分の処分価額の決定方法は、既存株主の利益に配慮した合理的な方法であり、また、

処分価額を市場株価と同額に決定する方法であるため、算定根拠として客観性が高く合理的であり、特に有利

な処分価額には該当しないと判断しています。 
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